
          

国
民
年
金
保
険
料
「
10
年
の
後
納

制
度
」
は
９
月
30
日
ま
で 

 

「
10
年
の
後
納
制
度
」
は
、
過
去
10

年
間
に
納
め
忘
れ
た
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
で

す
（
本
来
、
国
民
年
金
保
険
料
は
２
年

を
経
過
す
る
と
時
効
に
よ
り
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
）
。
こ
の
制
度
を

利
用
す
れ
ば
、
将
来
の
年
金
額
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
保
険
料
は
１
カ

月
分
か
ら
納
付
で
き
ま
す
。 

「
10
年
の
後
納
制
度
」
は
、
平
成
27

年
９
月
30
日
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

終
了
後
、
平
成
27
年
10
月
１
日
か
ら
３

年
間
に
限
り
、
過
去
５
年
間
に
納
め
忘

れ
た
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
「
５
年
の
後
納
制
度
」
が

始
ま
り
ま
す
が
、
10
年
の
後
納
制
度
よ

り
も
納
付
で
き
る
期
間
が
短
く
、
保
険

料
の
加
算
額
が
高
く
な
り
ま
す
。 

後
納
制
度
を
ご
利
用
で
き
る
方 

①
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
で
、
過
去

10
年
以
内
に
納
め
忘
れ
の
期
間
（
免

除
、
猶
予
納
付
以
外
）
や
未
加
入
期

間
が
あ
る
方 

②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
①
の
期

間
の
ほ
か
、
任
意
加
入
期
間
に
保
険

料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
方 

③
65
歳
以
上
の
方
で
、
年
金
受
給
資
格

が
な
く
、
任
意
加
入
中
の
方 

※
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
っ
て
い
る

方
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。 

 
申
し
込
み
か
ら
納
付
ま
で
の
手
順 

後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
申
し

込
み
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
「
国
民

年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
ま
た
は

旭
川
年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。 

     ①
国
民
年
金
後
納
保
険
料
申
込
書
に
必

要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、
年
金
事

務
所
に
提
出
し
ま
す
。 

＊
年
金
加
入
期
間
を
確
認
す
る
た
め
戸

籍
謄
本
な
ど
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。 

＊
申
込
書
は
年
金
事
務
所
か
ら
お
取
り

寄
せ
い
た
だ
く
か
、
日
本
年
金
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
で
き
ま
す
。 

②
年
金
事
務
所
に
お
い
て
申
込
書
の
審

査
、
承
認
な
ど
を
行
い
ま
す
。 

＊
承
認
後
に
承
認
通
知
書
、
納
付
書
、

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
送
付
し
ま
す
。 

③
納
付
書
に
よ
り
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ

ニ
な
ど
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。 

＊
市
区
町
村
役
場
、
年
金
事
務
所
で
は

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

            

お
申
込
み
い
た
だ
く
際
の
注
意
事
項 

＊
納
付
の
際
に
加
算
額
が
つ
き
ま
す 

過
去
３
年
度
以
前
（
平
成
24
年
度
以

前
）
の
後
納
保
険
料
に
は
、
当
時
の

保
険
料
額
に
加
算
額
が
つ
き
ま
す
。 

＊
納
め
る
順
番
が
あ
り
ま
す 

後
納
を
ご
利
用
い
た
だ
く
際
は
、
後

納
が
可
能
な
期
間
の
う
ち
、
最
も
古

い
分
か
ら
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

＊
申
し
込
み
後
に
審
査
を
行
い
ま
す 

後
納
保
険
料
の
納
付
が
可
能
な
期
間

に
つ
い
て
の
審
査
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

審
査
に
は
お
時
間
が
か
か
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
期
限
に
余
裕
を
も

っ
て
お
早
め
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

＊
一
部
免
除
の
未
納
期
間
も
納
付
で
き

ま
す 

一
部
免
除
さ
れ
た
期
間
の
う
ち
、
未

納
と
な
っ
て
い
る
期
間
も
後
納
の
対

象
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
後
納

保
険
料
は
、
一
般
の
未
納
期
間
と
同

じ
１
カ
月
分
の
保
険
料
が
必
要
で
す
。 

・
免
除
期
間
が
あ
る
方
は
… 

全
額
免
除
や
一
部
免
除
（
一
部
納
付

済
）
、
若
年
者
納
付
猶
予
お
よ
び
学

生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間

は
後
納
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま

せ
ん
。
納
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

10
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
で

き
る
追
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

電
話
34
‐
２
１
２
１
内
線
４
１
３ 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

電
話
０
１
６
６
‐
72
‐
５
０
０
２ 

国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル 

０
５
７
０
―
０
１
１
―
０
５
０ 

月
～
金
曜
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分 

第
２
土
曜
日
９
時
30
分
～
16
時 


